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放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の基準について 

● 放課後児童クラブの基準に関する専門委員会報告書より（平成２５年１２月２５日） 

➣ 平成 24 年８月に成立した子ども・子育て関連３法では，認定こども園，幼稚園，保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）

及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設や，認定こども園制度の改善のほか，地域の実情に応じた子ども・子育て

支援の充実を図ることとされており，放課後児童クラブもその一つとして位置付けられている。 

➣ また，放課後児童クラブについては，子ども・子育て関連３法の中の児童福祉法の改正により，事業の設備及び運営について，

厚生労働省令で定める基準を踏まえて市町村が条例で基準を定めることとされたほか，対象児童の明確化，市町村の関与の強化，

市町村の情報収集の規定等が盛り込まれた。 

これまでの国の動向 

● 新制度での基準と方向性 

  省令上の基準として定めるものとしては，職員の資格，員数，施設，開所日数・開所時間や，ガイドラインで示されている

集団の規模，「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の総則（一般原則等）に規定されている事項とすることが適当で

ある。 

● 現行の位置づけ 

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対して，学校の余裕教室や児童館等で，放課後に適切な遊び及び生活の場を

与えて，その健全育成を図る事業。（平成９年の児童福祉法の改正により法律に位置づけ） 

● 現行の運用基準 

国として事業のあるべき水準を示しているのは，放課後児童クラブガイドラインと国庫補助基準である。 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 63 号） 

平成２６年４月３０日公布 
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本市の放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の基準の検討について 
 

対応の考え方 

➣ 国の定める基準において，十分に水準が確保されており， 

その基準を引き上げ又は追加する必要性がない。 

 

ただし，「職員基準（支援の単位）」については，経過措置を設ける。 

本市の放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の基準について 
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「職員基準（支援の単位）」に係る経過措置について 

国が定める基準 本市の現状 

➣ 「１の支援の単位を構成する児童の数は，概ね４０人以下と

する。」（参酌すべき基準） 

➣ 基本的な指導員の配置人数 

 児童数２１人～６０人 ＝ 指導員 ２人 

    ６１人～７０人 ＝     ３人 

 

対応の考え方 

➣ 現在，本市では児童数６０人まで指導員２人配置体制を基本としているが，放課後

児童クラブの中には独自に指導員を加配しているケースも多く見受けられる。 

（現在，全クラブ平均で児童４５．２人に対して指導員２.６人配置となっている。） 

➣ 国においては，「社会保障審議会児童福祉会 放課後児童クラブの基準に関する専門

委員会」の意見を踏まえ，児童が相互に関係性を構築し，１つの集団としてまとまり

をもって共に生活したり，職員が個々の児童と信頼関係を築いたりできる単位として，

「概ね４０人以下」を支援の単位とする国の基準が示された。 

➣ 急激に６０人から４０人程度の単位を引き下げると，単位毎に配置する指導員の確

保が困難であることや指導員報酬に係る保護者負担金が急増することになるため，５

年間の経過措置を設け，段階的に引き下げることとする。 
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本市の「職員基準（支援の単位）」の基準（案） 

基準（案） 

➣ 「職員基準の内，支援の単位」については， 

国の基準をそのまま市の基準として 

「概ね４０人以下」とする。 

 

➣ 一方で，各クラブにおける指導員確保の困難性や 

保護者負担金の急激な変化に対応する必要があるため， 

５年間の経過措置を設ける。 

（現行の児童数６０人につき指導員２人配置の基準を 

段階的に「概ね４０人以下」に引き下げる。） 
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○「支援の単位」の変動による指導員の増 

 
現在の制度 

新制度 

対象学年拡大前 対象学年拡大後 

登録児童数 
３，７９８人 

(H26.4 登録児童数) 

３，７９８人 

(H26.4 登録児童数) 

４，８３７人 

(H27.4｢量の見込み｣数) 

「支援の単位」の上限 
７０人/３人 

６０人/２人 
４０人/２人 ４０人/２人 

「支援の単位」の数量 ８４クラブ １２３クラブ １４７クラブ 

配置する指導員の人数 １８３人 
２４６人 

（＋６３人） 

２９４人 

（＋１１１人） 

指導員報酬の額 ５．１８億円 ７．０５億円 ８．４４億円 

 

市委託料 ３．８１億円 
５．１５億円 

(※１) 

６．１６億円 

(※１) 

保護者負担金(※２) １．３７億円 
１．９０億円 

（＋０．５３億円） 

２．２８億円 

（＋０．９１億円） 

※１ 指導員にかかる人件費の内，平日午前中分と障がい児加配分を除き，社会保険料等の法定福利費
を含む金額について，指導員１人当たりの平均単価（２，０９４千円）を元に試算 

※２ 保護者負担金については，クラブ毎に市の委託料に上乗せして独自に金額設定しているため，指

導員 1 人当たりの人件費に係る保護者負担金の平均単価（H25 実績額７７４千円）を元に試算 

 

 

参 考 
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（登録児童数５０人（※３）のクラブの場合） 

 

現在の制度 
新制度 

対象学年拡大前 対象学年拡大後 

登録児童数 
５０人 ５０人 ６５人 

（※４） 

「支援の単位」の数量 １クラブ ２クラブ ２クラブ 

配置する指導員の人数 ２人 
４人 

（＋２人） 

４人 

（＋２人） 

指導員報酬の額 ５，７３６千円 １１，４７２千円 １１，４７２千円 

 

市委託料(※１) ４，１８８千円 ８，３７６千円 ８，３７６千円 

保護者負担金(※２) 

 

(児童１人当たり) 

１，５４８千円 ３，０９６千円 ３，０９６千円 

約３１，０００円 
約６２，０００円 

（＋約３１，０００円） 

約４７，５００円 

（＋約１６，５００円） 

※３ H26.4 現在のクラブ規模毎に最多人数帯が４５人～５５人であることから，その中間値を採用

しモデルとして試算 

※４ H26.4 登録児童数を５０人とし，H27.4｢量の見込み｣の伸び率（１．２７倍）を元に試算 


